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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について
（人員配置基準と実績要件）

作成 ：日医工株式会社（公社）日本医業経営コンサルタント協会認定登録番号第4310号 山岸義彦
：日医工株式会社（公社）日本医業経営コンサルタント協会認定登録番号第4828号 長岡俊広

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものです
が、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接
または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます
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参考資料：2022年3月3日 健が発0303第1号「エキスパートパネルの実施要件について」
：2022年8月1日 健発0801第18号厚生労働省健康局長「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」
：2022年11月4日 第17回第8次医療計画等に関する検討会５疾病について（その2）
：2023年2月13日 第4回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会
：2023年3月15日 第5回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

がん診療連携拠点病院等とは

資料No.20230620-2044(4)-p2

小児向け がんゲノム

小児がん中央機関 （2か所）

小児がん拠点病院 （15か所）

国立がん研究センター （2か所）

都道府県がん診療連携拠点病院（51か所）

地域がん診療連携拠点病院（357か所）

特定領域がん診療連携拠点病院 （1か所）

地域がん診療病院（47か所）

がんゲノム医療中核拠点病院（13か所）

がんゲノム医療拠点病院（32か所）

がんゲノム医療連携病院（203か所）

がん診療連携拠点病院等とは、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう指定された病院
で、全国で456か所指定されています。
小児がん拠点病院等とは、小児・AYA世代（15歳から39歳）の患者についても、全人的な質の高いがん
医療及び支援を受けることができるよう、全国で17か所の病院が指定されています
がんゲノム医療中核拠点病院等とはゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療
を受けられる体制を構築するため、全国に248か所の病院が指定されています。
これらの医療機関においては、専門的ながん医療の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、がん患
者・家族に対する相談支援及び情報提供等を行っています。

（令和5年4月1日現在）

（令和5年4月1日現在）

（令和5年6月1日現在）

がん診療連携拠点病院等 小児がん拠点病院等 がんゲノム医療中核拠点病院等

【参考資料】
厚生労働省ホームページ がん診療連携拠点病院等（令和5年6月15日）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/gan_byoin.html

（令和5年6月1日現在）

（令和5年6月1日現在）

成人向け

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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がんゲノム中核拠点病院等の指定要件の見直しのポイント

診療実績の評価

・がん遺伝子パネル検査の実施数、遺伝カウンセリング等の実施数、がん遺伝子パネル検査後の適
切な治療法への到達数
・がんゲノム情報センターへの臨床情報登録実績

新たな技術や体制への対応

・リキッドバイオプシーに対応するための人員要件の追加
・改訂が想定されるエキスパートパネルの実施要件を、がん・疾病対策課長通知に変更
・小児がん連携病院 類型1-Aからの選定を可とする

指定に関する課題の整理

・がんゲノム医療中核拠点病院を全国10か所程度、がんゲノム医療拠点病院を全国30か所程度
を意欲と能力のある医療機関の中から選定
・がんゲノム医療中核拠点病院等連絡会議の位置づけと役割を明確化

がんゲノム医療中核拠点病院は「診療実績の評価」「新たな技術や体制への対応」「指定に関する課題の整
理」を中心に見直しが検討されました。
「指定に関する課題の整理」では、これまで全国で12施設あったがんゲノム医療中核拠点病院に、新たに「が
ん研究会有明病院」が追加され13病院で2023年4月からスタートすることとなりました。

資料No.20230620-2044(4)-p3
本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。

がんゲノム医療中核拠点病院の整備指針

厚生労働大臣

指定

がんゲノム医療拠点病院（32か所）

がんゲノム医療中核拠点病院（13か所）

全国

がんゲノム医療中核拠点病院の
指定に関する検討会

取消

がんゲノム医療連携病院（203か所）

選定 連携

意見

人材育成、診療支援、治験・先進医療主導、
研究開発を行いがんゲノム医療を牽引する

申請 がん診療連携拠点病院等又は小児がん拠点病院であることも求められる

資料No.20230620-2044(4)-p4
本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

がん遺伝子パネル検査の医学的解釈が自施設で完結できる医療機関

・がん遺伝子パネル検査の医学的解釈が自施設
で完結できる医療機関
・医療提供体制については中核拠点病院と同等
・人材育成、治験・先進医療等については連携
病院と同等

中核拠点病院・拠点病院と連携して
がん遺伝子パネル検査を実施する医療機関
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がんゲノム医療中核拠点病院、医療拠点病院に求められる
部門別人員配置基準➀

遺伝カウンセリング等部門

常勤 複数名

臨床検査部門

臨床検査技師
病理診断部門

医師

常勤

臨床検査技師

常勤常勤

医師

病理検体

血液検体

配置が望ましい

医師 医師

カウンセラー 部門紹介者

複数名

がん遺伝子パネル検査の
補助説明
遺伝カウンセリング等部門
の紹介

専門知識・技能
専門知識・技能

専門知識・技能 専門知識・技能

専門知識・技能

専門知識・技能

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

がん遺伝子パネル検査に
関する臨床検査医学

がん遺伝子パネル検査に
関する血液検体

配置が望ましい

常勤

カウンセリング長 遺伝医学専門

部門長兼認可

遺伝カウンセリング

1名以上

1名以上←削除

がん遺伝子パネル検査に
関する病理学に関する

資料No.20230620-2044(4)-p5

追加

追加

そのうち２名以上は、エキス
パートパネルの構成員である
こと←削除

1名以上←削除

「高い専門性を有する」から変更

追加

追加 追加

追加追加

当該医師のうち、少な
くとも１名は、エキス
パートパネルの構成員
であること。←削除

技術から変更

「望ましい」＝次期改定で必須を念頭に置いています
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がんゲノム医療中核拠点病院、医療拠点病院に求められる
部門別人員配置基準②

データ管理部門
部門責任者

常勤の職員

実務者

1名以上

専従が望ましい

がんゲノム医療統括部門責任者

常勤 医師

本資料は、2023年6月15日迄の情報に基づき、日医工（株）が編集したものですが、その正確性等について保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。

患者の臨床情報
ゲノム情報 を収集・管理

資料No.20230620-2044(4)-p6

「望ましい」＝次期改定で必須を念頭に置いています
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【参考】 がんゲノム医療中核拠点病院等の主な指定要件①
がんゲノム医療中核拠点病院 がんゲノム医療拠点病院 がんゲノム医療連携病院

診
療
従
事
者

①病理診断を行う
部門

ア がん遺伝子パネル検査に関連する常勤の医師が複数名配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する常勤の臨床検査技師が配置されていること。

ア 病理学に関する常勤の医師が配置されていること。
イ 病理検体の取扱いに関する常勤の臨床検査技師が
配置されていること。

②臨床検査を行う
部門

ア 臨床検査医学に関する常勤の医師が配置されていることが望ましい。
イ 血液検体等の取り扱いに関する常勤の臨床検査技師が配置されていることが望ましい。 —

③遺伝カウンセリング等
を行う部門

ア 長として、常勤の医師が配置されていること。
イ 遺伝医学に関する医師が１名以上配置されていること。
ウ 遺伝医学に基づく遺伝カウンセリングに関する者が１名以上配置されていること。
エ 患者への補助説明や、二次的所見が見つかった際の、部門への紹介をする者が、院内に複数
名配置されていること。

ア 長として、常勤の医師が配置されていること。
イ 遺伝医学に関する医師が配置されていること（医
師が部門の長を兼ねることも可）。

ウ 遺伝医学に基づく遺伝カウンセリングに関する者が
配置されていること。

エ 患者への補助説明や、二次的所見が見つかった際
の、部門への紹介をする者が、院内に配置されて
いること。

④がんゲノム医療に関
するデータ管理を行
う部門

ア 責任者は、常勤の職員であること。
イ 臨床情報及びゲノム情報を収集・管理する実務担当者、１名以上が配置されていること（実
務担当者は、専従であることが望ましい）。

がんゲノム医療に係わるデータ管理を行う責任者が定
められていること。

⑤がんゲノム医療を
統括する部門

責任者は、常勤の医師であること。 —

⑥医療安全管理部門 — ア 医療安全管理責任者が配置されていること。
イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師が配置されていること。

診
療
及
び
研
究
等
の
実
績

①がん遺伝子パネル検
査

連携病院の症例も含めた、１年間の検査の実
施について、特に優れた実績を有すること。

連携病院の症例も含め、1年間の検査の
実施について、優れた実績を有すること。

１年間にがん遺伝子パネル検査を少なくとも10 例程
度実施していること。

②遺伝カウンセリング等

ア １年間に少なくとも50例程度に対して実施し
ていること。

イ エキスパートパネルにおいて、生殖細胞系列の
バリアントが同定、または遺伝性腫瘍カウンセ
リングへの到達率について優れた実績を有す
ること。

ア １年間に、少なくとも20例程度に対して
実施していること。

イ エキスパートパネルにおいて、生殖細胞
系列のバリアントが同定、遺伝性腫瘍カ
ウンセリングへの到達率について優れた
実績を有すること。

ア 遺伝カウンセリングを１年間に20例以上に対して
実施していること。

イ 遺伝性腫瘍に係る遺伝カウンセリングを１年間に
５例以上に対して実施していること。

ウ 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準を満たす
こと。

③治験等の実施

ア エキスパートパネルで推奨された治療法あるい
は治験等に到達した数について、特に優れた
実績を有すること。

イ 新規の治験等を、過去３年の間に、主導的
に複数件実施した実績があること。

エキスパートパネルで推奨された治療法へ到
達した数について、優れた実績を有すること。

他院へ紹介した症例も含めて、エキスパートパネルで
推奨された治療への到達状況や転帰を把握している
こと。

改定前は10人程度 改定前は10人程度 改定前は1人以上

改定前は1人以上

資料No.20230620-2044(4)-p7
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注：青文字アンダーラインは前回より追加又は変更された箇所
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【参考】 がんゲノム医療中核拠点病院等の主な指定要件②

がんゲノム医療中核拠点病院 がんゲノム医療拠点病院 がんゲノム医療連携病院

がん遺伝子パネル検査

診
療
機
能

第三者認定 臨床検査室及び病理検査室を有すること。 臨床検査室及び病理検査室を有することが望
ましい。

組織検体 ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に基づき実施されていること。また、院内の取扱いの具体的な手順等が明文化されており、
当該手続きに従ってなされた処理等が、適切に記録されていること。

シークエンスの実施（自施設） 明文化された手順に従ってシークエンスが実施され、結果が適切に記録されること。 —

シークエンスの実施（委託） 個人情報の取扱い等について、適切に取り決めをした上で、依頼すること。 —

エキスパートパネル 月1回以上開催される事

準備した検体 — — 連携するがんゲノム医療中核拠点病院等に
適切に送付できる体制が整備されていること。

がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針Ｑ＆Ａ（令和元年7月19日）
問 2 「第三者認定を受けた臨床検査室及び病理検査室を有する。」の第三者認定とは、具体的には何を指すのか。
回答２ 「がんゲノム医療中核拠点病院の指定要件に関する報告書」において、臨床検査室や病理検査室に関する第三者認定に関してはISO15189等を想定す

るとされています。

資料No.20230620-2044(4)-p8
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Ⅲ がんゲノム医療拠点病院の指定要件について
１ 診療体制
（２）診療従事者

⑤ 医療安全管理部門の人員について、以下の要件を満たすこと。 ア 医療安全管理責任者が配置され
ていること。 イ 医療安全管理部門には、専任の医師、薬剤師及び看護師が配置されていること。

【参考】 薬剤師が関連する
がんゲノム医療拠点病院等の指定要件

資料No.20230620-2044(4)-p9
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●ゲノム医療を必要とするがん患者が、全国どこにいても、がんゲノム医療を受けら
れる体制を構築するため、全国で248か所の病院が指定されています。

●がんゲノム医療中核拠点病院等は、がん診療連携拠点病院等又は小児がん
拠点病院であることも求められます。

●がんゲノム医療に求めれられる人員配置基準には、職種に対して大きな変更は
ありませんが、8月1日通知された指針では、配置人数の増加などの変更があり、
基準が厳格化されました。

●指定要件に未充足がある場合には、指定類型の見直しが図られ、医療安全上
の重大な疑義がある場合には、指定取り消しまで至ることがあります。

まとめ

資料No.20230620-2044(4)-p10
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【シークエンスとは】
診断や治療方針決定などを行うために、
がんの組織などを用いて、一定規模以上
の塩基配列（シークエンス）解析を行う
こと。

【エキスパートパネルとは】
遺伝子パネル検査の結果を、医学的に解
釈するための多職種による検討会

出典：第５回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定に関する検討会より

【参考】がんゲノム医療中核拠点病院等の業務フロー
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がんゲノム医療では、下記のフローにて治療へ進んでいきます。中核拠点病院はがんゲノム医療を牽引する役割を担い、拠点病院はがん遺伝子パネル
検査の医学的解釈が自施設で完結できる医療機関であり、連携病院はエキスパートパネル、レポート作成は中核拠点病院、拠点病院の会議に参
加する等連携してがん遺伝子パネル検査を実施する医療機関になります。
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開催施設 がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院として指定を受けている保険医療機関で開催

エキスパートパネルの構成員等

ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれていること。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、１名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、１名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、１名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要なバイオ

インフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、１名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパートパネルに参加したことがある医師が

１名以上含まれていること。
ク エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師は、エキスパートパネルに参加すること。

エキスパートパネルの開催 上記アからクまでに該当する者がそれぞれ１名以上出席することとし、出席者がリアルタイムで協議可能な方法とすること。その際、セキュ
リティが担保されている場合に限り、画像を介したコミュニケーションが可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能とする。

その他 がんゲノム情報管理センター（以下「Ｃ－ＣＡＴ」という。）へのデータの提出に同意を得た患者について検討する際には、Ｃ－ＣＡＴ
が作成した当該患者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを開催する。

【参考】エキスパートパネルの実施要件
エキスパートパネルとは…
がん遺伝子パネル検査の結果を医学的に解釈するための、多職種（がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する医師、
遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等）による検討会のことです

がん薬物療法に
関する医師
複数名

遺伝医学に
関する医師

遺伝カウンセリング
技術を有する者

がん遺伝子パネル検査を
医学的に解釈するための検討会

病理学に関する
医師 複数名

バイオインフォマティクス
に関する十分な知識
を有する専門家

小児がんに
関する医師分子遺伝学等

に関する専門家
対象患者の
主治医
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(１)「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算は、複数の内服薬が処方されている患者であって、薬物有害事象の存在や服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等のおそれのあるものに対して、処方の内容を総合的に評価した上
で、当該処方の内容を変更し、当該患者に対して療養上必要な指導を行う取組を評価したものであり、次に掲げる指導等を全て実施している場合に算定する。
ア患者の入院時に、持参薬を確認するとともに、（７）の関連ガイドライン等を踏まえ、特に慎重な投与を要する薬剤等の確認を行う。
イアを踏まえ、患者の病状、副作用、療養上の問題点の有無を評価するために、医師、薬剤師及び看護師等の多職種によるカンファレンスを実施し、薬剤の総合的な評価を行い、適切な用量への変更、副作用の被疑薬の中
止及びより有効性・安全性の高い代替薬への変更等の処方内容の変更を行う。また、評価した内容や変更の要点を診療録等に記載する。
ウ当該カンファレンスにおいて、処方の内容を変更する際の留意事項を多職種で共有した上で、患者に対して処方変更に伴う注意点を説明する。また、併せて当該患者に対し、ポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行
う。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
エ処方変更による病状の悪化や新たな副作用の有無について、多職種で確認し、必要に応じて、再度カンファレンスにおいて総合的に評価を行う。
(２)「注１のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して４週間以上経過した内服薬が６種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、「特に規定するもの」として、屯服薬について
は内服薬の種類数から除外する。また、服用を開始して４週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。
(３)「注１のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院１年前のうちいずれか遅い時点で抗精神病薬を４種類以上内服していたものについて、算定する。
(４)当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、１銘柄ごとに１種類として計算する。
(５)「注1のロ」及び「注２のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第２章第５部第２節（３）イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。
(６)医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機関の薬剤師は、薬効の類似した処方
や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師に情報提供を行う。
(７)持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針（総論編）」（厚生労働省）、「高齢者の医薬品適正使用の指針（各論編（療養環境別））」（厚生労働
省）、日本老年医学会の関連ガイドライン（高齢者の安全な薬物療法ガイドライン）等を参考にすること。
(８)患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」（日本老年医学会、日本老年薬学会）等を参考
にすること。
(９)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。
(10)「注２」に規定する薬剤調整加算は、「注１」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が２種類以上減少し、その状態が４
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が２種類以上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の２に示す係数を
用い、クロルプロマジン換算で2,000mg以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg以上減少した場合を含めることができる。
(11)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬の種類数（クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量）を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)「注２」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険医療機関で処方された内服薬を合計した種類数から２種類以上減少した場合については、
区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料と合わせて、１か所の保険医療機関に限り算定できることとする。この場合には、当該他の保険医療機関名及び各保険医療機関
における調整前後の薬剤の種類数を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(13)「注２」に規定する薬剤調整加算は、当該保険医療機関で薬剤調整加算又は区分番号「Ｂ００８－２」薬剤総合評価調整管理料を１年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬
の種類数から、更に２種類以上減少しているときに限り新たに算定することができる。
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